選手登録・移籍に係わるガイドライン
１．目的
　当ガイドラインは、選手のチームへの加入及び脱退の自由を守るとともに選手の登録・移籍についての理解を深めることにより、静岡県小学生バレーボール連盟（以下「県小連」という）の関係者が地域の実情を踏まえ、適切に行動することを定める。
２．用語の定義
　チーム登録と選手登録・移籍について、用語を定める。
（１）登録（チーム登録・個人登録）
ＪＶＡメンバー制度（以下「ＭＲＳ」という）にチーム登録を済ませ、チーム代表者が選手のＪＶＡ個人登録（以下「ＪＶＡメンバー」という）の手続きを行う行為。
または、選手がＪＶＡ個人登録を先に済ませ、チーム加入を希望した場合にチーム代表者が承認等の手続きを行う行為
（２）移籍
年度を問わず（年度をまたいだ場合も含む）、あるチームに所属して
　　　　いる選手が、他県・同県を問わず、ＭＲＳ登録を別のチームで行う行為。
登録選手は、登録された団体（団・クラブ）の脱退またはＪＶＡメンバーを登録解除されてから３年以内の場合、経過を確認するため移籍として取り扱う。
（３）引き抜き行為
　　　　　指導者等がチーム強化を目的として、他のチームの選手または保護者に選手移籍の勧誘を行うこと。
（４）入団（入部）
　　　　　ＭＲＳ登録行為の有無に関わらず、各チーム独自の所定の手続きにより入団（入部）を認めること。
　　　　規約等に基づく、登録、移籍に当たらないものの、道義的には同様のことと考える。　　
（５）県小連関係者
　　　　　県小連に所属する役員等及び登録チームの指導者、選手、保護者
３．県小連の考え方
選手登録および移籍の基本的な考え方は次の通りある。
（１）チームの選手登録
小学生バレーボールは、小学校のクラブ活動や地域の青少年の健全な育成を目的としたスポーツ少年団を基本としたチームが多く、本来は、小学校区の選手で構成されることが望ましく、それがかなわない場合において、中学校区、市町村区と順次拡大して考えるべきものである。
また、競技者の入口となる小学生時期において、勝利至上主義的な考え方での指導は否定されるべきであり、子どもの将来を見据えた指導が望まれている。
しかしながら、昨今の少子化の進展や指導者不足等により、より広い範囲に加入チームの選択を求めることはやむをえない状況であり、他のスポーツにも見られるように幼少期からトップレベルを目指して競技力向上を求める選手・保護者のニーズへの対応が求められてきている。
（２）チームの選手移籍
選手の移籍にあたっては、転居、転校、チームの解散等やむをえない理由による移籍や移籍をしない選択は自由に行われるべきであるが、その他事情での移籍については、選手の希望が最終的には優先されるものの、当該チーム間のみならず多くの登録チームにも影響を与えることから、所属する組織をあげて円満な解決を模索するとともに、普段から争議案件とならぬよう一定のルール等が作られている。
しかしながら、選手によるチーム及び指導者の選択の権利は、他の移籍制限の理由より優先して守られるようになってきている。
（３）県を越える登録、移籍
基本的には、県を越える登録・移籍は想定しない、あるいは、登録させないことにしているところであるが、県境を中心に今後ありうる事態として対応していく必要がある。
４．選手の登録
（１）ＭＲＳ登録は、居住地の市町のチーム登録を基本とする。
何らかの理由により他の市町のチーム登録する場合は、本連盟（地区連盟）宛に「個人登録に係わる届出書」を提出する。
（２）東部・中部・西部の各地区連盟（以下「地区連盟」という）では、提出された届出書を受付し、内容の精査を行い、受理をする。
届出書は、県小連へ送付し、届出者には写しを返却する。
（３）地区を跨ぐ場合は、関係する地区連盟で調整する。
（４）都道府県を跨ぐ場合は、 県小連で日本小学生バレーボール連盟（以下「日小連」という）の所定の書式に転記し、関係都道府県の小学生連盟と調整する。
５．指導者の移籍
（１）年度途中における指導者の移籍については、当該加盟登録団体の移籍元代表者と移籍先代表者の両者が承認するものであり、当該地区連盟の理事長へ届出・　報告する。
（２）当該地区連盟は指導者移籍届が提出された場合、地区連盟理事長は、県小連の総務委員長へ提出しなければならない。
（３）指導者の年度替わりの移籍は、上記（１）から（２）までを適用しない。
６．選手の移籍
（１）居住地の移転や個人的な理由等により移籍を希望する選手は、本連盟（地区連盟）宛に「選手移籍申請書」にて申請する。
なお、登録団体（チーム代表者）は、ＪＶＡメンバーからの移籍の申し出があった場合、迅速に対応しなければならない。
（２）地区連盟では提出された申請書を受付し、内容の精査を行い、受理する。
申請書は、県小連へ送付し、申請者には写しを返却する。
（３）移籍は、申請書「移籍確定日」に記載された日付以降、有効となる。
したがって、申請者または移籍先所属チームでは、返却された申請書「移籍確定日」以降にＭＲＳ登録等の手続きを行う。
（４）地区を跨ぐ場合は、関係する地区連盟で調整する。
（５）都道府県を跨ぐ場合は、 県小連では日小連の所定の書式に転記し、関係都道
府県の小学生連盟と調整する。
（６）年度替わりの移籍についても、同様の手続きを必要とする。
７．選手移籍の留意事項
（１）県小連が主管する同一大会期間中（大会申込基準日から大会終了日）において、移籍が承認されてチーム構成員となった場合でも、試合に出場することはできない。（「加盟団体登録および個人登録規程」より）
　（２）引き抜き行為等、「コンプライアンス規程」（禁止事項）に反する行為があった場合は、第８条（違反行為の対応）により厳正に処分する。
８．改廃について
　このガイドラインの改廃は、常任理事会の議を経なければならない。
（附則）
本ガイドラインは平成３０年４月１日から有効とする。
（１）ガイドライン改正日は、平成３０年１０月１日とする。
（２）ガイドライン改正日は、令和３年２月８日とする。
